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監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度の導入に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、本年６月 26日開催予定の当社第 99期定時株主総会の承認可

決を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するとともに、新たに執行役員制

度を導入することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 監査等委員会設置会社への移行 

（１） 移行目的  

当社はこれまで、鉄道事業者として安全と事業の継続性を確保しながら、取締役会の透明

性・公正性を確保しつつ、迅速・果断な意思決定を行うことにより、コーポレート・ガバナン

スの充実・強化を推進し、株主の皆様をはじめつながりあうすべての人からの信頼の確保と、

当社グループの持続的な成長・中長期的な企業価値の向上をはかってまいりました。 

このたび、この取り組みをより一層推し進めるため、監査等委員会設置会社に移行し、以下

のとおり、当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実をはかってまいります。 

① 監査等委員である取締役は、取締役会の構成員として取締役会での議決権を持ち、監査

機能を担いつつ、取締役会の業務執行の監督機能の実効性を高めます。これにより、取

締役会の透明性・公正性の向上をはかります。 

② 監査等委員会は、内部監査部門である監査部と緊密に連携し、組織的な監査を行うとと

もに、必要があると認めた時は監査部に対して調査を求め、指示することにより、内部

統制体制のさらなる充実をはかります。 

 

（２） 移行時期  

本年６月 26日開催予定の当社第 99期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等につ

いてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 
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２． 執行役員制度の導入 

（１） 導入目的 

当社グループを取り巻く経営環境の変化に、迅速に対応できる体制を構築するため、執行役

員制度を導入し、機動的な意思決定と業務執行をはかります。 

 

（２） 制度の概要 

・執行役員は、取締役会の決議によって選任するものとします。 

・取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。）は、執行役員を兼務する

ことができるものとします。 

・執行役員の任期は１年とし、再任を妨げないものとします。 

 

（３） 導入時期（予定） 

2020年６月 26日 

 

３．その他 

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関す

るお知らせ」を、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「役員の異動について」をご参照くだ

さい。 

 

 

以 上 

 


